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就
業
構
造
基
本
調
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
就
業
構
造
基
本
調
査
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
総
理
府
令
第
二
十
五
号
）
抄

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
調
査
事
項
等
）

（
調
査
事
項
等
）

第
六
条

就
業
構
造
基
本
調
査
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
調
査
票

第
六
条

就
業
構
造
基
本
調
査
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
調
査
票

に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
す
る
。

に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
す
る
。

一

十
五
歳
以
上
の
世
帯
員
に
関
す
る
事
項

一

十
五
歳
以
上
の
世
帯
員
に
関
す
る
事
項

イ
～
レ

（
略
）

イ
～
レ

（
略
）

ソ

就
業
理
由

（
新
設
）

ツ

転
職
及
び
追
加
就
業
希
望
に
関
す
る
事
項

ソ

転
職
及
び
追
加
就
業
希
望
に
関
す
る
事
項

ネ

副
業
に
関
す
る
事
項

ツ

副
業
に
関
す
る
事
項

ナ

新
規
就
業
希
望
に
関
す
る
事
項

ネ

新
規
就
業
希
望
に
関
す
る
事
項

ラ

調
査
時
の
一
年
前
の
就
業
状
態

ナ

調
査
時
の
一
年
前
の
就
業
状
態

ム

前
職
に
関
す
る
事
項

ラ

前
職
に
関
す
る
事
項

ウ

職
業
訓
練
及
び
自
己
啓
発
に
関
す
る
事
項

ム

職
業
訓
練
及
び
自
己
啓
発
に
関
す
る
事
項

ヰ

育
児
及
び
介
護
の
状
況

ウ

育
児
及
び
介
護
の
状
況

（
削
除
）

ヰ

東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地

方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災

害
を
い
う
。
）
に
よ
る
仕
事
へ
の
影
響

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
調
査
の
方
法
及
び
期
間
）

（
調
査
の
方
法
及
び
期
間
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
は
、
実
施
年
の
九
月
二
十
三
日
か
ら
翌
月
二
十

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
は
、
実
施
年
の
九
月
二
十
三
日
か
ら
翌
月
十
五

六
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
行
う
。

日
ま
で
の
間
に
お
い
て
行
う
。

別紙２
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（
事
務
の
委
託
）

第
十
二
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
の
区
域
を
区
域
と
す

（
新
設
）

る
調
査
区
に
つ
い
て
、
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
員
が
行
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
事
務
を
当
該
施
設
を
管
理
し
、
又
は
運
営
す
る
法
人
そ
の
他

の
団
体
に
委
託
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

共
同
住
宅
又
は
長
屋

二

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す

る
学
校
、
同
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
又
は
同
法
第
百
三

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
に
在
学
し
て
い
る
者
が
、
通
学
の

た
め
に
宿
泊
し
て
い
る
寄
宿
舎
、
下
宿
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
宿
泊
施

設
三

社
会
福
祉
施
設
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
事
業
に
係
る
施
設
を
い
う
。
）
及

び
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
入
所
に
よ
り
利
用
さ
れ
る
も
の
に

限
る
。
）

四

病
院
又
は
診
療
所
（
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
す
る
も
の

に
限
る
。
）

２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
八
条
第
二
項

統
計
調
査
員
は
、
市

第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規

町
村
長
の
調
査
実
施

定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
か

上
の
指
導
を
受
け
て

ら
調
査
員
が
行
う
こ
と
と
さ

、
担
当
調
査
区
（
市

れ
て
い
る
事
務
を
委
託
さ
れ

町
村
長
か
ら
指
定
さ

た
同
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
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れ
た
調
査
区
を
い
う

を
管
理
し
、
又
は
運
営
す
る

。
以
下
同
じ
。
）

法
人
そ
の
他
の
団
体
（
以
下

「
委
託
管
理
団
体
」
と
い
う

。
）
は
、
担
当
調
査
区

第
八
条
第
五
項

統
計
調
査
員
を
設
置

第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規

し
た

定
に
よ
り
第
二
項
に
掲
げ
る

調
査
員
が
行
う
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
務
を
委
託
管
理
団

体
に
委
託
し
て
行
う
こ
と
と

し
た

当
該
統
計
調
査
員
の

委
託
管
理
団
体
の
名
称

氏
名

第
十
一
条
の
見

統
計
調
査
員
の
身
分

委
託
管
理
団
体
証

出
し

を
示
す
証
票

第
十
一
条
第
一

市
町
村
長

都
道
府
県
知
事

項

統
計
調
査
員

委
託
管
理
団
体

そ
の
身
分
及
び
指
導

委
託
管
理
団
体
証

員
又
は
調
査
員
の
別

を
示
す
証
票

第
十
一
条
第
二

統
計
調
査
員

委
託
管
理
団
体
に
所
属
す
る

項

者

そ
の
事
務

第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
委
託
管
理
団
体
が

行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事

務

証
票

委
託
管
理
団
体
証

第
十
二
条
第
一

調
査
員
（
第
八
条
第

委
託
管
理
団
体

項

四
項
の
規
定
に
よ
り
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調
査
員
の
事
務
の
一

部
を
行
う
指
導
員
を

含
む
。
第
十
四
条
第

三
項
に
お
い
て
同
じ

。
）

第
十
四
条
第
三

調
査
員

委
託
管
理
団
体

項
及
び
第
十
五

条
（
期
間
の
変
更
）

（
期
間
の
変
更
）

第
十
三
条

市
町
村
長
は
、
天
災
事
変
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故

第
十
三
条

市
町
村
長
は
、
天
災
事
変
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故

の
た
め
、
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
直
ち

の
た
め
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
直
ち
に
、

に
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
旨
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
地
域
を

３

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
地
域
を

限
り
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
う
期
間
を
別
に
定
め
る

限
り
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
う
期
間
を
別
に
定
め
る
こ
と

こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）




